
令
和
元
年
七
月
五
日
受
領

答
弁
第
二
九
三
号

内
閣
衆
質
一
九
八
第
二
九
三
号

令
和
元
年
七
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
松
平
浩
一
君
提
出
い
わ
ゆ
る
「
災
害
障
害
者
」
の
把
握
と
災
害
障
害
見
舞
金
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
松
平
浩
一
君
提
出
い
わ
ゆ
る
「
災
害
障
害
者
」
の
把
握
と
災
害
障
害
見
舞
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

障
害
福
祉
行
政
に
お
い
て
は
、
障
害
の
原
因
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
者
手
帳
の
交
付
や
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
等
必

要
な
支
援
が
行
わ
れ
て
お
り
、
政
府
と
し
て
、
御
指
摘
の
「
災
害
障
害
者
」
を
定
義
し
た
り
、
災
害
に
起
因
す
る
障
害
の
あ

る
方
の
数
や
そ
の
程
度
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

な
お
、
「
「
身
体
障
害
者
手
帳
に
係
る
交
付
手
続
き
及
び
医
師
の
指
定
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
に
つ

い
て
」
（
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
付
け
障
発
〇
三
三
一
第
一
八
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長

通
知
）
に
よ
る
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
の
様
式
の
「
②
原
因
と
な
っ
た
疾
病
・
外
傷
名
」
欄
に
「
自
然
災
害
」
を
加

え
る
改
正
は
、
各
地
方
自
治
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
自
然
災
害
へ
の
対
応
を
行
う
上
で
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
欄

に
係
る
記
録
も
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
、
御
指
摘
の
「
災
害
障

害
者
の
実
体
を
把
握
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

一



災
害
障
害
見
舞
金
制
度
は
、
災
害
に
よ
り
重
度
の
障
害
を
受
け
社
会
経
済
活
動
に
復
帰
す
る
こ
と
が
難
し
い
人
に
つ
い
て

は
、
死
亡
し
た
人
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
厳
し
い
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
、
例
外
的
に
公
費
で
災
害
障
害

見
舞
金
を
支
給
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
支
給
要
件
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
必
要
な
い
と
考
え
て
い
る
。 二


